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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 表 示 可 能 領 域 を 複 数 の 領 域 に 区 分 し 、 区 分 し た 領 域 毎 に 表 示 内 容 を 分 割 縮 小 し て 表 示 す
る 分 割 表 示 手 段 を 備 え た 情 報 処 理 装 置 に お い て 、
　 ス ク ロ ー ル 表 示 を 希 望 す る 領 域 の 選 択 操 作 を 可 能 に す る 第 １ の 入 力 手 段 か ら 得 ら れ る 情
報 に 基 づ い て 、 前 記 区 分 し た 領 域 の １ つ 、 又 は ２ つ 以 上 を 選 択 す る 第 １ の 選 択 手 段 と 、
　 該 第 １ の 選 択 手 段 に よ り 選 択 さ れ た 領 域 に 表 示 さ れ て い る 内 容 を ス ク ロ ー ル さ せ て 表 示
す る 第 １ の ス ク ロ ー ル 表 示 手 段 と
　
　

る こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 区 分 数 設 定 手 段 が 、 区 分 数 の 設 定 操 作 を 可 能 に す る 第 の 入 力 手 段 か ら 得 ら れ る 情
報 に 基 づ い て 、 区 分 数 を 設 定 す る も の で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 情 報 処 理 装
置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 区 分 数 設 定 手 段 が 、 表 示 内 容 に 基 づ い て 、 区 分 数 を 設 定 す る も の で あ る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 区 分 し た 領 域 毎 に 、 表 示 制 御 手 段 へ の 表 示 指 示 が 完 了 し て い る か 否 か を 判 断 す る 判
断 手 段 と 、
　 該 判 断 手 段 に よ る 判 断 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 表 示 指 示 が 完 了 し て い る か 否 か の 告 知 を 前
記 区 分 し た 領 域 毎 に 行 う 告 知 手 段 と を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ
か の 項 に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 拡 大 表 示 を 希 望 す る 領 域 の 選 択 操 作 を 可 能 に す る 第 の 入 力 手 段 か ら 得 ら れ る 情 報 に 基
づ い て 、 前 記 区 分 し た 領 域 の １ つ を 選 択 す る 第 ２ の 選 択 手 段 と 、
　 該 第 ２ の 選 択 手 段 に よ り 選 択 さ れ た 領 域 に 表 示 さ れ て い る 内 容 を 拡 大 さ せ て 表 示 す る 拡
大 表 示 手 段 と を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ か の 項 に 記 載 の 情 報 処

、
区 分 数 を 設 定 す る 区 分 数 設 定 手 段 と を 備 え 、
前 記 分 割 表 示 手 段 が 、 前 記 区 分 数 設 定 手 段 に よ り 設 定 さ れ た 区 分 数 に 基 づ い て 、 前 記 表

示 可 能 領 域 を 複 数 の 領 域 に 区 分 し 、 区 分 し た 領 域 毎 に 表 示 内 容 を 分 割 縮 小 し て 表 示 す る も
の で あ
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理 装 置 。
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